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「避難を余儀なくされた住民の皆様の健康を見守ります」 

健康診査 

県民健康調査の「健康診査」とは？（福島県立医大放射線医学県民健康管理センターウェブサイト）より作成 

健康診査 目的 

 東日本大震災と、東京電力福島第一原子力発電所事故によ
り、多くの県民の皆様が、突然避難を余儀なくされ、これま
でとは全く異なる日常生活を送らざるを得ない状況になって
います。それに伴い、食生活や運動習慣等の生活習慣にも大
きな変化があったり、健康診査を受けることができなくなっ
たりして、ご自分の健康に不安を抱えている方も多いかと思
われます。 
 福島県では、県民の皆様の健康維持・増進を図るために、
長引く避難生活や放射線への不安等が健康に及ぼす影響の把
握のみならず、健康状態を把握し、生活習慣病の予防や疾病
の早期発見、早期治療につなげていくことが必要であると考
え、平成23年時の警戒区域等、国が指定した避難区域等（以
下「避難区域等」）の方々について健康診査を実施していま
す。 

避難をした避難区域の住民の皆様の多くは、その後、住み慣れた家を長期にわたって離
れ、避難生活を余儀なくされています。このような住民の皆様の身体に変調を来していな
いかどうかを見守り、必要に応じて早期治療につなげることを目的として「健康診査」を
実施しています。

本資料への収録日：平成 25 年３月 31 日
改訂日：平成 28 年３月 31 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成27年度版）」 第10章 健康管理 




